
平
成
二
十
一
年
一
月
十
九
日
提
出

質

問

第

三

六

号

社
会
保
険
庁
が
実
施
し
た
「
記
録
訂
正
に
よ
り
年
金
受
給
権
を
得
る
こ
と
と
な
っ
た
方
に
対
す
る
調
査
」
結
果

に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

山

井

和

則
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社
会
保
険
庁
が
実
施
し
た
「
記
録
訂
正
に
よ
り
年
金
受
給
権
を
得
る
こ
と
と
な
っ
た
方
に
対
す
る
調
査
」
結
果

に
関
す
る
質
問
主
意
書

一
月
十
三
日
、
社
会
保
険
庁
が
民
主
党
厚
生
労
働
・
総
務
合
同
部
門
会
議
で
説
明
し
た
「
記
録
訂
正
に
よ
り
年
金
受
給
権
を

得
る
こ
と
と
な
っ
た
方
に
対
す
る
調
査
」
結
果
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
質
問
す
る
。

一

調
査
結
果
に
よ
る
と
、
以
前
記
録
照
会
を
し
た
時
は
記
録
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
昨
年
、
記
録
が
見
つ
か
り
、
年
金

受
給
権
が
発
生
し
た
と
い
う
人
が
、
調
査
協
力
者
三
十
一
人
中
六
人
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
以
前
は
記
録
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た

の
か
。
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
理
由
を
お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。

二

今
回
の
調
査
に
お
い
て
、
調
査
協
力
者
は
ど
の
よ
う
な
苦
情
を
述
べ
て
い
る
か
。
調
査
協
力
者
ご
と
に
、
性
別
、
年
齢
、

追
加
月
数
、
追
加
期
間
と
と
も
に
述
べ
た
苦
情
を
お
教
え
い
た
だ
き
た
い
。

右
質
問
す
る
。


